
　����年（昭和��年）�月��日に
竹島で巡視船「へくら」が韓国側
から銃撃される事件 が発生し、
翌々日の��日に日本の閣議で岡
崎外相が竹島問題の解決のため
英米両政府に仲介を依頼すると
いう発言があった（※�）。これを受
け、在東京英国大使館が竹島問
題に関する説明（報告）を本国外
務省宛に行った。サンフランシスコ
平和条約第�条（a項）（P��参照）
を根拠として、「竹島は間違いなく
日本領の一部を形成している」と
断言している。
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竹島が日本領であるとの見方を伝える在東京英国大使館による本国宛ての報告

（2）-①英国の認識時代区分IV

（２）米英の認識

　「韓国領の一部である」竹島の上空において米軍機が爆弾投下したとの
報告があったので、追加情報を求めたいという韓国の要請に対し、米国から
回答したもの。事実確認ができないとしつつ、竹島の領有認識についてはラ
スク書簡のとおり（左記参照）であると外交文書（口上書）で回答している。こ
の口上書のやりとりがなされていた当時、竹島は、米軍の爆撃訓練区域に指
定されていた。

※点線部分の訳
　在韓米国大使館は、韓国外務部の口上書に「独島（リアンクール岩）・・・
は、大韓民国の領土の一部である」との記載が含まれていることに留意した。
この島の領有に関する米国政府の認識は、1951年8月10日付ディーン・ラ
スク国務次官補発駐米韓国大使宛書簡に表明されているとおりである。

在韓米国大使館発韓国外務部宛口上書
米国から韓国に対し、ラスク書簡に書かれた認識を再度伝えた文書
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　サンフランシスコ平和条約作成に際して米英両国が
竹島を日本が保持する領土であると認識していたこと
はP��～��の資料にあるとおりであるが、この認識は、
平和条約発効以降においても繰り返し示されている。
例えば、����年�月日米行政協定による在日米軍の施
設区域としての提供（竹島爆撃訓練区域）は、竹島が日
本領であることを前提にしたものであるし、同年��月駐
韓国米大使館が韓国外務部に送った公文で、竹島に関
する米国の立場は����年�月��日の公文（ラスク書簡）
のとおりであるとしたことは（下の囲み）、当該認識を
いっそう明確に示したものである。

　これらに加えて、竹島が日本領であるとする米国政
府の認識は、����年（昭和��年）のいわゆる「ヴァン・フ
リ−ト特命報告書」（→No.��）でも明確である。
　また、平成��年度の資料調査では、英国国立公文書
館において在東京英国大使館が竹島問題に関する説
明（報告）を本国外務省宛に行った際の電報（����年
（昭和��年）�月��日付）を確認した。それには、「サンフ
ランシスコ平和条約第�条の下で、竹島は間違いなく日
本の領土の一部を形成している。」との見方が示されて
いる（→No.��）。

所蔵：米国国立公文書館
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収録誌 Foreign Office: Political
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言語 英語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 英国国立公文書館
利用方法 英国国立公文書館で利用手続

を行う

内容見本
5.    Meanwhile you may wish to be 
considering what should be our attitude.   If 
required to mediate we should of course have 
to ask both sides to present their case;    but our 
preliminary view is that under Article 2 of the 
Peace Treaty, of which we are co-signatories, 
Takeshima unmistakeably forms part of 
Japanese territory.

日本語訳
５．一方、貴殿は、我々の態度がどうあるべきか検
討していることを期待しておられるかもしれない。
仮に、仲介が必要であるならば、我々は、もちろん、
双方にそれぞれの立場の提示を求めるべきであ
ろう。しかし、さしあたって考えるに、我々が共同署
名国となっている平和条約第２条において、竹島
は間違いなく日本の領土の一部を形成していると
いうことである。
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※参考記事「米英に仲介依頼 竹島問題 昔の竹島は鬱陵島 領有の根拠政府発表」
（1953年（昭和28年）7月14日読売新聞（夕刊）記事）
所蔵：新潟県立図書館（同館所蔵分は7月15日付紙面に掲載）
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